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領

収

日

付

印

法人市民税領収済通知書

管 理 番 号

均 等 割 額

延 滞 金

円

納 期 限

口 座 番 号 加 入 者

法 人 税 割 額

督 促 手 数 料

年 度

か
ら

ま
で

申 告 区 分事 業 年 度

都道府県

市 町 村

所在地及び法人名

※ 処 理 事 項

合 計 額

十百千万十百千億十百

・ ・ ・ ・

01

02

03

04

05

指 定 金 融
機 関 名
（ 取 り ま と め 店 ）

取りまとめ局

上記のとおり通知します。

日 計

上記のとおり納付します。

法 人 市 民 税 領 収 証 書

上記のとおり領収しました。

口

円

領

収

日

付

印

市町村コード

管 理 番 号

均 等 割 額

延 滞 金

円

納 期 限

口 座 番 号 加 入 者

法 人 税 割 額

督 促 手 数 料

年 度

申 告 区 分事 業 年 度

都道府県

市 町 村

所在地及び法人名

※ 処 理 事 項

合 計 額

十百千万十百千億十百

01

02

03

04

05

法 人 市 民 税 納 付 書

領

収

日

付

印

市町村コード

管 理 番 号

均 等 割 額

延 滞 金

円

納 期 限

口 座 番 号 加 入 者

法 人 税 割 額

督 促 手 数 料

年 度

申 告 区 分事 業 年 度

都道府県

市 町 村

所在地及び法人名

※ 処 理 事 項

合 計 額

十百千万十百千億十百

01

02

03

04

05

(納税者保管)(金融機関または郵便局保管)(市町村保管)

市町村コード

公○ 公○ 公○

（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課税
標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）

（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課税
標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）

（法人課税信託に係る受託法人の各事業年度の法人税額を課税
標準とする市町村民税の法人税割については、法人課税信託の名称を併記）

232173

愛知県
江南市

愛知県
江南市

232173 232173

愛知県
江南市

00860-6-960375 愛知県江南市 00860-6-960375 00860-6-960375愛知県江南市 愛知県江南市

三菱UFJ銀行江南支店

ゆうちょ銀行
名古屋貯金事務センター

◎この納付書は、3枚1組になっていますので、切り離さずに提出
してください。



◎ 納付場所 

金 融 機 関 名 取 扱 い 店 

指 定 金 融 機 関 三菱ＵＦＪ銀行 

本店及び支店 

指定代理金融機関 あ い ち 銀 行 

収納代理金融機関 

大 垣 共 立 銀 行 

十 六 銀 行 

名 古 屋 銀 行 

いちい信用金庫 

岐 阜 信 用 金 庫 

東 春 信 用 金 庫 

東 濃 信 用 金 庫 

愛知北農業協同組合 

ゆ う ち ょ 銀 行 

各 郵 便 局 

愛知・岐阜・三重・静岡県内の 

ゆ う ち ょ 銀 行 ・ 各 郵 便 局 

  上記のほか、江南市役所、各支所でも取り扱っています。 

◎ 取り扱いのできる金融機関は、合併などにより変更になる 

ことがあります。 

◎ 延滞金について 

納期限が過ぎますと、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ

て、納期限の翌日から 1 か月を経過する日までの期間については、延

滞金特例基準割合に年 1%の割合を加算した割合(上限年 7.3%の割合)

で、1 か月を経過した日から納付した日までの期間については、延滞

金特例基準割合に年 7.3%の割合を加算した割合(上限年 14.6%の割合)

で計算した延滞金がかかります。(延滞金の割合は、変更になる場

合があります。) 

延滞金特例基準割合･･･租税特別措置法第 93 条第 2 項に規定する平均

貸付割合に年 1%の割合を加算した割合 
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